
様式第１号（第７条関係） 

審査基準・標準処理期間整理票 

処分の内容  住居確保給付金の申請に対する処分 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 

生活困窮者自立支援法第6条第1項、 

生活困窮者自立支援法施行規則第10条～第12条 

審
査
基
準 

■ 有（第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※審査基準を公表する場合のみ記載すること。） 

別紙のとおり 

 

審 査 基 準 

設定年月日 
平成25年12月3日 

審 査 基 準

最終変更年月日 
平成30年10月1日 

標準処理期間 

■ 有(第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。) 

  期間（30日） 

□ 無(根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当) 

標準処理期間

設定年月日 
平成31年４月１日 

標準処理期間

最終変更年月日 
年 月 日 

所管部署 健康福祉部福祉課 

備考   

注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため審査基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を審査基準の内容欄に記載すること。 

 



生活困窮者自立支援法 

（生活困窮者自立相談支援事業） 

第五条 都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業を行うものとする。 

 

生活困窮者自立支援法施行規則 

（法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者） 

第十条 法第六条第一項に規定する厚生労働省令で定める生活困窮者は、次の各号のい

ずれにも該当する者とする。 

一 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 

イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 生活困窮者住居確保給付金の支給

を申請した日（以下この条、次条、第十二条第一項及び附則第五条において「申請日」

という。）において、離職した日又は事業を廃止した日（以下「離職等の日」という。）

から起算して二年（当該期間に、疾病、負傷、育児その他都道府県等がやむを得ない

と認める事情により引き続き三十日以上求職活動を行うことができなかった者につ

いては、当該事情により求職活動を行うことができなかった日数を二年に加算した期

間（その期間が四年を超えるときは、四年））を経過していない者 

ロ 第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月において、第三条第二号に規定す

る状況にある者 

二 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者であること。 

イ 離職の場合又は第三条第一号に規定する場合 離職等の日においてその属する世

帯の生計を主として維持していた者 

ロ 第三条第二号に規定する場合 申請日の属する月においてその属する世帯の生計

を主として維持している者 

三 申請日の属する月における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属

する者の収入の額を合算した額が、基準額及び当該生活困窮者が賃借する住宅の一月

当たりの家賃の額（当該家賃の額が住宅扶助基準に基づく額を超える場合は、当該額）

を合算した額以下であること。 

四 申請日における当該生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する者の所

有する金融資産の合計額が、基準額に六を乗じて得た額（当該額が百万円を超える場

合は百万円とする。）以下であること。 

五 公共職業安定所又は職業安定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第四条第九項に

規定する特定地方公共団体若しくは同条第十項に規定する職業紹介事業者であって

地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う者に求職の申込みをし、誠実かつ

熱心に期間の定めのない労働契約又は期間の定めが六月以上の労働契約による就職

を目指した求職活動を行うこと。ただし、第三条第二号に掲げる事由に該当する者に

ついて、当該者が給与以外の業務上の収入を得る機会の増加を図る取組を行うことが

当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるときは、申請日の属する月から起

算して三月間（第十二条第一項の規定により支給期間を延長する場合であって、引き

続き当該取組を行うことが当該者の自立の促進に資すると都道府県等が認めるとき

は、六月間）に限り、当該取組を行うことをもって、当該求職活動に代えることがで

きる。 



（生活困窮者住居確保給付金の額等） 

第十一条 生活困窮者住居確保給付金は一月ごとに支給し、その月額は、次の各号に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額（当該額が住宅扶助基準に基づ

く額を超える場合は、当該住宅扶助基準に基づく額）とする。 

一 申請日の属する月における生活困窮者及び当該生活困窮者と同一の世帯に属する

者の収入の額を合算した額（次号において「世帯収入額」という。）が基準額以下の

場合 生活困窮者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額 

二 申請日の属する月における世帯収入額が基準額を超える場合 基準額と生活困窮

者が賃借する住宅の一月当たりの家賃の額を合算した額から世帯収入額を減じて得

た額 

２ 前項第二号の規定により算定した額に百円未満の端数が生じたときはこれを百円

に切り上げるものとする。 

（生活困窮者住居確保給付金の支給期間等） 

第十二条 都道府県等は、生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者が、申

請日において第十条各号のいずれにも該当する場合は、三月間生活困窮者住居確保給

付金を支給する。ただし、支給期間中において生活困窮者住居確保給付金の支給を受

ける者が第十条各号（第一号を除く。）のいずれにも該当する場合であって、引き続

き生活困窮者住居確保給付金を支給することが当該者の就職の促進に必要であると

認められるときは、三月ごとに九月までの範囲内で都道府県等が定める期間とするこ

とができる。 

２ 都道府県等は、前項の規定により生活困窮者住居確保給付金の支給を受ける者が、

疾病又は負傷により第十条第五号の要件に該当しなくなった後、二年以内に第十条各

号（第一号を除く。）の要件に該当するに至り、引き続き生活困窮者住居確保給付金

を支給することが当該者の就職の促進に必要であると認められるときは、生活困窮者

住居確保給付金を支給する。この場合において、支給期間は合算して九月を超えない

範囲内で都道府県等が定める期間とする。 


